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日本レーザー医学会役員選任規則 

 
（定款施行規則第１号） 

 

 

第１章 総 則 

 

第１条 本会の役員（定款第 13 条に規定の理事、監事）（各種委員会委員を含む）の

選任は、本会の定款に定められたこ 

とのほかは、この規則に従って行う。 

    ２．役員候補者及び推薦人の資格 

      １）役員改選期以降も日本レーザー医学会（以下、本学会）会員である 

こと。 

      ２）役員候補者及び推薦人は本学会会員歴 5 年以上であること。 

      ３）役員改選期において会費未納若しくは本学会の名誉ならびに信用を傷 

つけるような行為をしたものでないこと。 

第２条 役員の選任は、２年ごとに行う。 

第３条 改選期において、役員であった者が再任を希望する場合は、改めて役員候 

補としての手続きを行わなければ、役員を継続することはできない。 

第４条 役員の任期は、以下に定める役員選出委員会により選出され、定例理事会 

で審議し、選任した翌年の 9 月 1 日に始まり次の選出が行われる翌年の 8 

月 31 日に終る。但し、理事長及び副理事長の任期は、連続して 3 期（6 年） 

までとする。 

 

第２章 役員選出委員会 

 

第５条 本会に役員選出委員会を置く。 

2. 役員選出委員会は、以下の選出委員１０名以内で構成される。 

1) 臨床医学系役員選出委員 

2) 基礎 医学系、他専門分野役員選出委員 

但し、両方の委員を兼任することはできない。 

3.  選出委員は、運営委員会の推薦を受け理事会の議を経て選任された理 

事長、副理事長を除く理事とし、理事長がこれを委嘱する。 

4.  選出委員会の委員長（以下選出委員長と略記）は、本条第２項の委員の 

互選により選出する。 

5.  選出委員の氏名は、選出委員長を除き公表しない。 

6.  選出委員会の議長は、選出委員長とする。 

7.  選出委員会は、委員の１／３以上が出席しなければ議事を開き、議決する 

ことができい。但し、出席委員が定数の１／３以上に満たない場合は、１／ 

３を超える部分に於いて書面による意思表示により過半数に達する場合 

は議決を有効とする。 

8.  選出委員会における議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数 

の場合は、委員長が決する。 
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9.  選出委員会の議事録は、委員長が作成し、委員長及び出席委員２名が  

署名した後、事務局にて保管する。 

10.  選出委員会の議事は公開しない。但し、会員は所定の申請用紙に必要 

事項を明記の上、選出委員長の承認を受けて議事録の閲覧をすることが

できる。 

第６条 選出委員の任期は、委嘱された日に始まり役員選出候補者審査を行った年

度末（8 月 31 日）に終る。 

2. 選出委員の再任は、これを妨げない。 

3. 選出委員に相応しくない行為若しくは特段の事情がある場合は、任期中で

あっても選出委員長は、選出委員会の議決により、これを解任することがで

きる。 

第７条 選出委員に欠員が生じた場合は、速やかにこれを補充するものとする。補充

により選任された選出委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第 8 条 選出委員長は、改選期前年の定例理事会開催２ヶ月前に委員会を招集し、

役員候補者選出の審査を行う。 

第 9 条 選出委員長は、審査結果を役員候補者名簿として作成の上、改選期前年の

定例理事会に提出する。 

 

第３章 評議員の選出 

 

第 10 条  定款第 20 条の評議員の選任は、役員選出委員会の審査により選出し、 

理事会の審議を経て選任される。 

第 11 条  評議員になるための審査を受けられる資格は、審査の行われる年の 9 月 1 

日現在において、次の１～４号を全て具えているか、５号または６号に該当 

しなければならない。 

１） 原則として継続して３年以上正会員であること。 

２） 年齢が６５歳未満であること。但し審査時に６７歳未満の理事長、副理事

長は定款第 16 条第 3 項より有資格者と看なす。（削除） 

３） レーザー医学の研究歴、職歴を有し、NPO 法人日本レーザー医学会の

発展に寄与する業績のある者。 

４） 正会員である５年間のうち半分以上（３回以上）総会に参加し、活発な活

動を行って 

いること。 

５） 本会に著しい貢献があったことが認められる者。 

６） 本会の発展に不可欠な特段の事由を有する非会員。 

第 12 条  本会の評議員選出審査請求方法は次の通りとする。 

１） 本会理事もしくは評議員１名以上の連記の推薦を必要とする。 

２） 略歴、レーザー医学に関する主要業績目録又は推薦人による推薦理 

   由 

３） 入会年月日 

４） 学会参加回数と参加総会年次を明記した書面を、通常総会の３ヶ月前 

までに役員選出委員長宛に提出しなくてはならない。 
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第 13 条  再任にあたっては、次の条件が満たされる者とする。 

1)  引き続き評議員として学会に貢献する意思のある者。 

        ２） 前任期間中、評議員会を正当な理由なく欠席していないこと。 

３） 学会参加回数と参加総会年次を明記した書面を、通常総会の３ヶ月前 

までに役員選出委員長宛に提出しなくてはならない。 

第 14 条   非会員を評議員選出審査請求する場合は、次の条件を満たさねばならな 

い。   

1） 正会員として登録することを条件とする。 

２） 本会理事、評議員それぞれ２名以上の推薦を要する。 

３） 会員登録を行ったことを証明する書面を添付する。 

４） 推薦人による審査請求をする場合推薦理由を添付する。 

を明記した書面を、通常総会の３ヶ月前までに役員選出委員長宛に提 

出しなくてはならない。 

第 15 条  理事長は、評議員に選任された者に対し選考した年の年度末（8 月 31 

日）までに、評議員を委嘱する。 

 

第４章 理事及び監事の選出 

 

第 16 条  定款第１３条の理事の選任は、役員選出委員会の審査により選出し、理事 

会の審議を経て選任される。 

２． 理事の選出は、立候補及び改選期における理事の推薦による。 

３． 理事の選出は、改選期における理事 2 名以内の推薦（自薦を含む）により 

行う。 

但し、推薦人が 2 名を越える審査請求は、これを無効とする。 

なお、再選を希望する改選期における理事も改めて役員選出委員会に上

記審査請求を行わなくてはならない。 

４． 改選期における理事の推薦にあっては、被推薦人の同意書を役員選出委

員会に提出しなくてはならない。 

５． 役員選出委員長は、第 2 項により審査請求されたものの中から推薦人の多

い順に理事候補者名簿を作成する。 

第 17 条  理事会は、本則第９条で選出委員長が作成した役員候補者名簿の中から 

理事候補者を選出（定款第 14 条第 1 項）し、定款第 30 条第 2 項第 31 条 

第 2 項の規定に従って議決する。但し、書面による意思表示は出席とは認 

めない。 

第 18 条  定款第 14 条第 2 項の理事長の選任は、改選期後の理事会で任命する。 

２．  この理事会の招集は、定款第 26 条第 3 項第（3 号）及び議長は第 29 条 

の規定にかかわらず改選期における監事が行う。 

３． 議場において、理事の中から立候補又は推薦により理事長候補者を募る。 

４． 立候補者が一人の場合は、出席理事過半数の承認をもって、立候補者を

理事長に選定する。 

５． 理事長候補者が複数の場合は、出席理事全員による無記名投票選挙を行

い、最多得票者を理事長として選定する。 

６． この結果は、理事会終了後速やかに公示される。 
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第 19 条  定款第 13 条第１項第（2）号監事の選任は、改選期における理事長が、定 

数以内の監事候補者を役員選出委員会に推薦し、理事会の承認を経た

後定款第 14 条第 6 項ならびに定款第 25 条第 1 項第（4）号に従い、会

員総会で選任する。 

第５章 異議申し立て 

 

第 20 条  理事・評議員の選任に関する異議は、通常総会終了後１ヶ月以内であれ 

ば意義の内容を明記した書面をもって、理事長宛に申し立てることができ 

る。 

  ２． 理事長は、異議の申し立てを受けたときは、役員選出委員長に臨時選出 

委員会を召集し審議を行わせなくてはならない。 

    ３． 臨時選出委員会は、異議に関して審議を行った結果を理事会に報告しな 

くてはならない。 

４． 理事会は、理事長が異議の申し立てを受けた日から２ヶ月以内に選出委

員会の報告に基づいてその取り扱いを議決し、異議申立人に理事長からこ

れを通知する。 

 

第６章 委員会・委員 

 

第 21 条  委員会・委員は定款第 34 条及び細則第１１条に定めることの他はこの規 

定に従って行う。 

第 22 条  委員会の設置にあたっては、運営委員会で提案の上、理事長が理事会に

諮り、評議員会の承認を得なくてはならない。 

第 23 条  細則第１１条に定められた委員会の委員長は、役員改選期前年の理事会 

で新理事に選任された者の中から推薦により選考する。 

第 24 条  委員長は、理事長が委嘱する。 

第 25 条  委員長は、理事、評議員に選任された者の中から、委員を選任する。但 

し、委員長が必要と認めるときは前記役員以外の者を指名し、理事長の承 

認を経て委員に選任することができる。委員は理事長が委嘱する。 

第 26 条  委員長・委員の任期は改選期前年の通常総会の翌日から次期改選期前 

年の通常総会までの２年とし、連続して３期（６年）までは再任を妨げない。 

第 26 条  委員会は、幹事１名を委員会運営のために置くことができる。 

第 27 条   幹事の任期は２年とし、再任を妨げない。 

第 28 条  委員会に必要な活動経費は、運営委員会に諮り、理事会で審議の上予算

に計上する。 

第 29 条  委員長は、理事会・評議員会に年次計画、予算案、活動状況、会計等を報

告の上、学会誌に掲載して会員に報せなくてはならない。 

第 30 条  運営委員会の委員は、各委員会の委員長が務める。 
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第７章 次期、次次期会長の選任 

 

第 31 条  細則第７条６項の規定による次期、次次期総会の会長の選任はこの規定に 

よる。 

第 32 条  理事、評議員は、次期、次次期会長の候補予定者を通常総会開催までに

理事長に推挙（自薦、他薦を問わない）することが出来る。 

2. 理事長は、運営委員会の審議を経て、理事会に推薦する。 

第 33 条   理事会は、理事長の推薦を受けた候補者につき通常総会会期中の定例 

理事会で審議し、議決によって選任する。 

 

第８章 公示方法 

 

第 34 条 本則により選任された役員ならびに次期、次次期会長は、通常総会終了後 

発行される最新の本学会誌に掲載し、会員に周知させなければならない。 

 

附則 １．この規則は、平成１３年１１月２５日から施行する。 

平成１５年１１月１４日一部改訂 

平成 23 年 2 月 23 日一部改訂 

平成 25 年 11 月 8 日一部改訂 

平成 30 年 8 月 31 日一部改訂 

令和 1 年 8 月 19 日一部改訂 同日施行 

    令和 4 年 2 月 28 日一部改訂 同日施行 


